
 

佐賀県スポーツビジネス展開事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、SAGA スポーツピラミッド構想（以下、「SSP 構想」という。）の目指す将

来像の一つである「スポーツを活かしたビジネスシーンが広がる社会」の実現のため、飲

食、小売、ICT、健康、ファッションなどのビジネスに「スポーツ」という要素を掛け合わ

せることでスポーツビジネスを創出することを目指し、事業化に向けた試作品などの開発、

実証事業の実施や販路開拓などを支援することで、資金調達が可能な事業への成長を後押

しすることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金

については、佐賀県補助金等交付規則（昭和 53 年佐賀県規則第 13 号。以下「規則」とい

う。）及びこの要綱に定めるところによる。 

 

（補助対象者） 

第２条 この補助金の補助対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる

要件をすべて満たす者とする。 

（１）佐賀県内に登記簿上の本店及び主たる事業所を有する法人又は佐賀県内に住民票 

の住所地及び主たる事業所を有する個人であること。 

（２）中小企業支援法（昭和 38 年法律第 147 号）第２条第１項に規定する中小企業者 

（以下①から③のいずれかに該当する者。）。 

①会社・個人 

業種 要件（いずれかを満たす） 

資本金の額又

は出資の総額 

常時使用する

従業員数 

製造業（以下以外） 3 億円以下 300 人以下 

 ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイ

ヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト

製造業を除く。） 

3 億円以下 900 人以下 

卸売業 1 億円以下 100 人以下 

小売業 5 千万円以下 50 人以下 

サービス業（下記以外） 5 千万円以下 100 人以下 

 ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3 億円以下 300 人以下 

旅館業 5 千万円以下 200 人以下 

その他の業種 3 億円以下 300 人以下 

  

②組合関連 

組 織 形 態 

企業組合 

協業組合 

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 

商工組合、商工組合連合会 



 

信用協同組合 

 

③特別の法律により設立された組合又はその連合会 

組 織 形 態 

商店街振興組合、商店街振興組合連合会 

水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 

酒販組合、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会 

内航海運組合、内航海運組合連合会 

技術研究組合 

（３）現在、スポーツビジネスに取り組んでいる又は新たに取り組む意志があること。 

（４）SSP 構想に共感し、SSP 構想への還元を行う意志があること。 

（５）法人県民税、法人事業税（個人事業主の場合は個人県民税、個人事業税）等、佐 

賀県に納付すべき税金について未納等がないこと。 

２ 前項に規定する補助対象者の中で、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から

除く。 

（１）自己又は自社の役員等が次のいずれかに該当する者、及び次のイからキまでに掲

げる者がその経営に実質的に関与していること。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又

は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

（２）その他知事が不適当と認める者。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象として認められる事業（ｅスポーツも含む）は、次の各号に該

当する事業とする。ただし、単なるスポンサーシップを締結するものは除く。 

（１）佐賀のスポーツ団体・スポーツイベントとの連携やスポーツ施設の活用等スポーツ

に関するビジネス 

（２）その他、SSP 構想が目指す「スポーツを活かしたビジネスシーンが広がる社会の実

現」に向け、県が適当と認める事業 

 

（補助率、補助金額及び補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率、補助金額は、別表のとおりとす



 

る。ただし、交付決定前に発生した経費は対象外とする。 

２ 知事が必要と認める場合は、補助対象事業に対し複数年の補助を行う。ただし、３年間

（３回）を限度とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金交付申請書は様式第１号のとおりとし、その提出部数は１部とする。 

２ 前項の補助金交付申請書の提出期限は知事が別に定める期日とする。ただし、予算額を

超える申請があった時点の募集期限で受付を終了する。 

３ 規則第４条第３項に規定する補助金の交付の申請が到着してから当該申請に係る補助

金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30 日とする。 

４ 補助対象者が第１項の補助金を申請しようとするときは、当該補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の

うち、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律（平成６年法律第 109 号）及び地方消

費税法等の一部を改正する法律（平成６年法律第 111 号）の規定により仕入に係る消費税

額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下

同じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時にお

いて当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものに

ついては、この限りでない。 

 

（補助金の交付決定） 

第６条 知事は、前条第１項の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内

容を審査のうえ、適正と認められるときは、補助金の交付決定を行い、規則第６条により、

申請者に通知する。 

２ 知事は、前項による交付の決定に当たっては、前条第４項により補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、

これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減

額するものとする。 

３ 知事は、前条第４項のただし書きによる交付の申請がなされたものについては、補助金

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減

額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第７条 規則第５条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおり

とする。 

（１）規則及びこの要綱の規定に従うこと。 

（２）補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、知事の承認を受ける

こと。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものについては、この限りではない。 

  ア 補助事業に要する経費の配分のうち、各経費区分間の 20 パーセント以内の金額

の変更又は交付決定額の 20 パーセント以内の補助金の額の減額 

  イ 事業の趣旨そのものに影響を及ぼさない範囲での事業内容の変更であると、知事

が認めたもの 



 

（３）補助事業を行うために締結する契約については、佐賀県ローカル発注促進要領（平

成 27 年 10 月２日付）のとおり県内企業と契約するように努めること。 

（４）補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、知事の承認を受

けること。 

（５）補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれると

き又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに知事に報告してその指示を受

けること。 

２ 前項第２号の規定により、知事に補助事業の変更の承認を受けようとする場合の変更承

認申請書は、様式第２号のとおりとする。 

３ 第１項第４号の規定により、知事に補助事業の中止又は廃止の承認を受ける場合の承認

申請書は、様式第３号のとおりとする。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 申請者は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付され

た条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定

の通知を受けた日から 10 日以内に交付申請取下届出書（様式第４号）を知事に提出し、

補助金の交付申請を取り下げることができる。 

 

（状況報告及び調査） 

第９条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況に

ついて報告を求め、又は職員を立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係

者へ質問させることができる。 

２ 補助事業者は、知事から前項の規定に基づく報告又は調査の要求があったときは、事業

遂行状況を提出し、又は調査に協力しなければならない。 

３ 前項に規定する事業遂行状況報告書は、様式第５号のとおりとし、その提出部数は１部

とする。 

 

（実績報告） 

第 10 条 規則第 12 条第１項に規定する実績報告書は、様式第６号のとおりとする。 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、当該年度の補助事業完了後（補助事業廃止の承認を受

けたときを含む。）30 日以内又は毎年度３月 14 日のいずれか早い日とし、その提出部数

は１部とする。 

３ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

を減額して報告しなければならない。 

４ 第５条第３項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、第 10 条第１項の実績

報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、その金額を消費税額及び地方消費

税額の確定に伴う報告書（様式第７号）により速やかに知事に報告するとともに、知事の

返還命令を受けて、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還

しなければならない。 



 

 

（補助金の額の確定等） 

第 11 条 知事は、前条第１項の規定により補助金実績報告書の提出があったときは、報告

書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該報告に係る補助事業の実施結果

が補助金の交付の決定の内容（変更承認をした場合には、その承認された内容）及びこれ

に付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に

通知するものとする。  

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

 

（補助金の交付） 

第 12 条 この補助金は、知事が必要と認めたときは、概算払で交付することができる。た

だし、補助金交付決定額の２分の１を上限とする。 

２ 補助事業者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、規則第 15 条の規

定により、概算払請求書（様式第８－１号）又は精算払請求書（様式８－２号）を知事に

提出しなければならない。 

 

（補助金の経理） 

第 13 条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿及び証

拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後

５年間保存しなければならない。 

 

（財産の管理及び処分の制限） 

第 14 条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助事業により取得し、又は財産の効

用の増加した機械等（以下「取得財産等」という。）を善良な管理者の注意をもって管理

するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 規則第 22 条ただし書きの規定により、取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却

資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省省令第 15 号別表１）の規定によるもの

とする。 

３ 補助事業者は、前項に定める期間を経過する以前に取得財産等を処分しようとするとき

は、規則第 22 条の規定により、様式第９号の財産処分承認申請書を知事に提出し、その

承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が 10 万

円未満のものはこの限りでない。 

４ 知事は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことによ

る収入があったときは、その全部又は一部に相当する金額を県に納付させることができる

ものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第 15 条 知事は、規則第 16 条の規定により、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、補助事業

者の責めに帰すべき事由でないときはこの限りではない。 



 

（１）虚偽の申請、その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき 

（２）補助金の交付決定から相当の期間を経過しても補助事業に着手しないとき 

（３）補助事業の完了の前に補助事業を中止または廃止したとき 

（４）補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき 

（５）補助金を他の用途へ使用したとき 

（６）補助事業者について第２条第２項各号の規定に該当すると判明したとき 

（７）交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなったとき 

（８）補助金の交付の内容、条件、その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したとき 

２ 知事は、前項により取り消しの決定を行った場合は、書面により補助事業者に通知する

ものとする 

３ 第１項の規定は、補助金を交付した後についても適用する。 

 

（報告） 

第 16 条 補助事業者は、事業の実施において次の各号のいずれかに該当する場合には速や

かに知事に報告するものとする。 

（１）事業者の名称の変更及び住所（所在地）、代表者の変更を行ったとき 

（２）知事が特に必要と認める事項について報告を依頼したとき 

 

（雑則） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付等について必要な事項は、知事が

別に定める。 

 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年７月４日から施行する。 

この要綱は、令和７年４月30日から施行する。



 

別表（第４条関係） 

補助率、補助金額及び補助対象経費 

対象経費 内容 補助率（補助限度額） 

試作・開発等費 原材料費、機械装置等費、試作・試

行・実験費、技術導入費 等 

補助対象経費の３分の２以

内（上限額 100 万円）※ 

 

※補助金交付額は、補助金の

合計額の千円未満を切り捨

てた額とする。 

販路開拓費 展示会等出展費、広告宣伝費、マー

ケティング費 等 

委託費 外部の機関等に補助事業の一部を

委託する経費 

事業関連費 謝金、旅費、受講料、調査費、印刷

製本費、通信運搬費、レンタル費 

等 

その他経費 上記の他、知事が特に必要と認める

経費 

 

補助事業の対象として認められない経費 

（１）補助金交付決定日より前に発注、購入、契約等を実施したもの 

（２）事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 

（３）電話代、インターネット利用料金等の通信費 

（４）商品券等の金券 

（５）文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 

（６）飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用 

（７）不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用 

（８）税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟

等のための弁護士費用 

（９）収入印紙 

（10）振込等手数料（代引手数料を含む） 

（11）公租公課 

（12）各種保険料 

（13）借入金などの支払利息及び遅延損害金 

（14）補助金事業計画書、交付申請書等の書類作成・送付に係る費用 

（15）汎用性があり、目的外使用として他業務においても利用可能な物品購入に係る

費用（事務用パソコン・プリンタ・タブレット端末・スマートフォン・デジタル

複合機等） 

（16）原則、中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費 

（17）上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる費用 


